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１．対象鳥獣の種類、被害防止計画の期間及び対象地域 

対象鳥獣 イノシシ・ニホンザル・ニホンジカ 

計画期間 令和５年度～令和７年度 

対象地域 京都府与謝郡伊根町 

 

２．鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止に関する基本的な方針 

（１）被害の現状（令和２年度～４年度の平均値） 

鳥獣の種類 

被害の現状 

品目 

被害数値 

被害面積 

（ａ） 

被害金額 

（千円） 

イノシシ 水稲、小豆、野菜、いも、そば １９６ １，４６７ 

ニホンザル 小豆、果樹、野菜、いも １０ ８６ 

ニホンシカ そば、水稲 １７６ ３０２ 

計  ３８２ １，８５５ 

 

（２）被害の傾向 

○生息状況 

 町全域の森林部においてイノシシ・ニホンザル・ニホンジカが生息しており

、多く集落及び農地に出没している。イノシシについては令和３年度以降、豚

熱により生息数が減少している。 

 

○被害の発生時期 

 年間を通じて、イノシシは農作物全般に、ニホンザルは収穫前の作物に被害

を与えている。 

ニホンジカについても、年間を通じて植栽木の剥皮や若い木の食害等林業被

害が発生している。また、秋になるとそばの新芽の食害も発生している。 

 

○被害の発生場所 

 イノシシ・ニホンザルともに山地に近い場所から、集落内の田畑までに被害

範囲が拡大している。ニホンジカについても、近年は造林地等だけでなく防護

柵の隙間から集落の田畑に侵入するなど、被害範囲が拡大している。 

 

○被害地域の増減傾向 

 対象獣の生息域・被害発生地域は町全域に及び、獣の種類によりまた年によ

り被害の増えている地域、減っている地域はさまざまであるが、近年はニホン

ジカによる被害が増加傾向にある地域が多い。 
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（３）被害の軽減目標   

指標 

現状値（令和２～４年度） 目標値（令和７年度） 

被害面積

（ａ） 
被害金額（千円） 

被害面積

（ａ） 
被害金額（千円） 

イノシシ 

ニホンザル 

ニホンジカ 

３８２ １，８５５ 

 

２０９ 

 

１，２９９ 

 

（４）従来講じてきた被害防止対策 

 従来講じてきた被害防止対策 課題 

捕獲等

に関す

る取組 

○捕獲活動 

 京都府猟友会宮津支部伊根

班に委託し、有害鳥獣駆除班を

編成し、捕獲活動を実施 

鳥獣被害が減少する一方、狩猟者の減

少、高齢化により捕獲活動に対する負担

が増加している。 

新たな捕獲活動に対する担い手の確保が

必要である。 

○捕獲体制の整備 

 わな猟免許、銃猟免許、猟銃

所持許可の取得、猟銃購入等に

係る経費を助成 

 わな猟免許者は増加したが、銃猟免許

者は適正な人数を確保できていないた

め、捕獲活動に対する負担が特定の個人

に集中している。 

 各種免許を取得しやすい環境を整備す

る必要がある。 

○捕獲機材の導入 

イノシシ、ニホンザル、ニホ

ンジカ用の捕獲檻導入 

有害鳥獣駆除班と被害地域との連携が

十分にとれておらず、捕獲に係る負担が

特定の個人に集中している。 

 有害鳥獣駆除班と被害地域との連携に

よる捕獲檻の管理体制の整備が必要であ

る。 

 また年々被害が増加しているニホンジ

カの効率的な捕獲機材も必要になってき

ている。 

○捕獲鳥獣の処理方法等 

 埋設場所の提供 

 埋設用機械の導入 

 食肉解体処理施設の支援 

 

 

 

 埋設に係る労力が特定の個人に集中し

ている。 

 埋設に係る活動の協力体制の整備が必

要である。 
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防 護 柵

の 設 置

等 に 関

す る 取

組 

○侵入防止柵の設置 

イノシシ・ニホンザル・ニホ

ンジカ用の侵入防止柵を整備 

専門家による維持管理に関す

る指導 

侵入防止柵の維持・管理の不備等によ

る被害が発生している。 

適切な維持・管理方法の普及及び維持・

管理体制の構築を図る必要がある。 

○追払い活動 

 集落及び農事組合等が取り

組む鳥獣追払い活動について、

掛かる経費の一部を助成金と

して交付 

  鳥獣の出没頭数も増えており、追払いを

する回数も増えてきている。追払いにかか

る個人の負担が多い為、追払い活動に掛か

る経費を町として支援する（補助率：3/4

以内） 

○ニホンザル監視員の設置 

 ニホンザルの群れの行動圏

を調査する監視員を設置し、収

集した位置情報等をニホンザ

ルの個体数調整に反映 

ニホンザルの群れの行動範囲の調査を

もとに、ニホンザル個体数調整に活用して

いく必要がある。 

 

（５）今後の取組方針 

捕獲に関する取組 

 ○捕獲体制 

 イノシシ・ニホンジカについては、有害鳥獣駆除班を編成し、捕獲活動を実

施する。 

 ニホンザルは、個体数調整捕獲とともに加害個体については有害鳥獣捕獲を

実施する。 

○捕獲体制の整備 

狩猟免許、猟銃所持許可の取得、猟銃の購入に関する助成金を交付し、狩猟

の新たな担い手の確保を図る。 

○捕獲機材の導入 

鳥獣による被害が甚大な地域においては、新たに捕獲機材を導入する。 

○処理加工施設の活用 

処理方法は埋設を原則とし、食肉用として活用できるイノシシ・ニホンジカに

ついては農林水産物加工処理施設で活用する等資源有効利用も図る。 

被害防除に関する取組 

 〇侵入防止柵の整備 

 被害地域に対しては計画的に侵入防止柵の整備を行い、維持・管理の徹底を

図る。 

○追払い活動 

 集落及び農事組合等が取り組む鳥獣追払い活動について、掛かる経費の一部を

助成金として交付する等、地域ぐるみで追払う活動の体制を整備する。 
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生息地管理に関する取組 

 ○放任果樹の除去 

 ニホンザルについては、放任果樹が集落への依存率を高める大きな原因のひと

つとなっていることから、放任果樹の除去について、普及拡大を図る。 

行動圏調査に関する取組 

 ○ニホンザル監視員の設置 

 ニホンザルの群れの位置を調査する監視員を設置し、群れの行動情報の収集

及び住民への通知を行う。 

 

３．対象鳥獣の捕獲等に関する事項 

（１）対象鳥獣の捕獲体制 

京都府猟友会宮津支部伊根班に有害鳥獣捕獲関係事業を業務委託し、有害鳥

獣駆除班を編成し、被害発生地域において捕獲檻による捕獲を行う。 

町職員及び民間隊員により鳥獣被害対策実施隊を編成し、捕獲の指導や対象鳥

獣の緊急的な捕獲等を行う。 

 

（２）その他捕獲に関する取組 

年度 対象鳥獣 取組内容 

令和５年度 

イノシシ 

ニホンザル 

ニホンジカ 

狩猟免許取得助成：わな猟２件 第１種銃猟２件 

猟銃所持許可取得助成：２件 

猟銃購入助成：２件 

令和６年度 

イノシシ 

ニホンザル 

ニホンジカ 

狩猟免許取得助成：わな猟２件 第１種銃猟２件 

猟銃所持許可取得助成：２件 

猟銃購入助成：２件 

令和７年度 

イノシシ 

ニホンザル 

ニホンジカ 

狩猟免許取得助成：わな猟２件 第１種銃猟２件 

猟銃所持許可取得助成：２件 

猟銃購入助成：２件 

 

（３）対象鳥獣の捕獲計画 

 捕獲計画数等の設定の考え方 

イノシシについては、年によって被害の増減があり、令和３年度以降、豚熱

等により減少していたが、今後増加していくと思われる。これらのことから過

去の目標と捕獲数、被害などを勘案し、捕獲計画数を設定する。 

 ニホンザルについては、町内に遊動域を持つ４群（伊根Ａ群・Ｃ群・Ｄ群、

宮津Ａ群）を個体数調整計画により管理している。有害捕獲については、個体

数調整計画と整合性を取りながら実施する。 

 ニホンジカについては、目撃情報や農作物被害が多く、捕獲実績も増えている。 

そのため、今後も被害が増加することが予測されることから、捕獲計画数を増加

させる。 



- 6 - 

 

対象鳥獣 
捕獲計画数等 

令和５年度 令和６年度 令和７年度 

イノシシ ５０ ５０ ５０ 

ニホンザル １３ １３ １３ 

ニホンジカ（オス） ５０ ５０ ５０ 

ニホンジカ（メス） ７０ ７０ ７０ 

※ニホンザルについては現在判明している頭数が１２５頭であるため、その約

１０％の１３頭とする。イノシシに関しては、令和３年度以降、豚熱により生

息数が、減少していたが今後増加していくと思われる。これらのことから過去

の目標と捕獲数、被害などを勘案し、捕獲計画数を設定する。 

 

 捕獲等の取組内容 

農作物及び生活環境の被害の多いニホンジカ・ニホンザルは年間を通じて有

害鳥獣捕獲期間とし、イノシシに関しては、狩猟期間を除く期間とする。ただ

し、生息数や被害の状況に応じて有害鳥獣捕獲期間を検討することとする。 

補獲は伊根町全域で行い基本的にわなを使って実施する。加えて、侵入防止

柵と組み合わせたわななどで効率的に捕獲に取り組む。止め刺しには銃など苦

痛を与えない方法で行うものとする。 

 被害が甚大なニホンザルの群れについては、別途個体数調整計画に沿って大型

捕獲檻等による個体数調整捕獲を実施する。 

 

ライフル銃による捕獲等を実施する必要性及びその取組内容 

大型獣の止め刺しに必要なため、有害鳥獣捕獲期間は、年間を通じて実施する。 

 

（４）許可権限委譲事項 

対象地域 対象鳥獣 

伊根町全域 

イノシシ・ニホンザル・ニホンジカ等の有害鳥獣捕獲許可事務は、

地方自治法第２５２条の１７の２第１項及び京都府の事務処理

の特例に関する条例により、町に既に事務委任されており、現行

どおり実施する。（平成１２年度より京都府から権限委譲済み） 

 

４．防護柵の設置等に関する事項 

（１）侵入防止柵の整備計画 

対象鳥獣 
整備内容 

侵入防止柵の種類 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

イノシシ 

ニホンジカ 

電気柵・金網柵・

WM 柵 
５ｋｍ ５ｋｍ ５ｋｍ 

ニホンザル 電気柵・複合柵 
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（２）侵入防止柵の管理等に関する取組 

対象鳥獣 
取組内容 

令和５年度 令和６年度 令和７年度 

イノシシ 

ニホンザル 

ニホンジカ 

侵入防止柵の維持・管理 

緩衝帯の設置 

里山の整備 

追払い活動 

放任果樹の除去 

鳥獣被害対策実施隊による上記項目の指導 

 

５．生息環境管理その他被害防止施策に関する事項 

年度 対象鳥獣 取組内容 

令和５年度 イノシシ 

ニホンザル 

ニホンジカ 

・住民向けの鳥獣被害対策研修会の開催 

・住民向けの侵入防止柵の点検・設置・維持管理方法

についての現地研修 

令和６年度 

令和７年度 

 

６．対象鳥獣による住民の生命、身体又は財産に係る被害が生じ、又は生じる

おそれがある場合の対処に関する事項 

（１）関係機関等の役割 

関係機関等の名称 役割 

京都府猟友会宮津支部伊根班 
・現地調査 

・対象鳥獣の捕獲及び追払い 

宮津警察署 
・警察官職務執行法に

よる対応 

（共通） 

・情報収集及び住民に対

する注意喚起、安全対策 

・関係機関と連携し、対処

方法を検討する。 

京都府（丹後地域野生鳥獣被

害対策チーム） 

・鳥獣保護管理法に基

づく捕獲許可の交付 

伊根町 
・鳥獣保護管理法に基

づく捕獲許可の交付 

 

（２）緊急時の連絡体制 

 （連絡）  （対応を検討）  （注意喚起、安全対策、追払い対応） 

                 宮津警察署、京都府、伊根町、猟友会 

                （職務執行法による対応） 

                 宮津警察署 → 猟友会 

                （捕獲許可による対応） 

                 京都府、伊根町 → 猟友会 

 

目撃者

（住民） 

伊根町 

京都府 

宮津警察署 
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７．捕獲等をした対象鳥獣の処理に関する事項 

捕獲した鳥獣の処理方法は埋設を原則とする。 

 

８．捕獲等をした対象鳥獣の食品・ペットフード・皮革としての利用等その有 

効な利用に関する事項 

（１）捕獲等をした鳥獣の利用方法 

食品 

 捕獲した鳥獣の処理方法は埋設を原則とするが、食

肉用として活用できるイノシシ・ニホンジカについて

は、農林水産物加工処理施設へ搬入する等資源の有効

利用を図る。 

ペットフード  

皮革  

   その他 

（油脂、骨製品、角 

製品、動物園等で 

のと体給餌、学術 

研究等） 

 

 

（２）処理加工施設の取組 

 

（３）捕獲等をした対象鳥獣の有効利用のための人材育成の取組 

 

 

９．被害防止施策の実施体制に関する事項 

（１）協議会に関する事項 

協議会の名称 伊根町野生鳥獣被害対策運営協議会 

構成機関の名称 役割 

伊根町 ・事務局を置き、窓口として総合調整 

宮津地方森林組合 

・林業者等からの被害状況を把握し、山林

における鳥獣被害情報を提供 

・緩衝帯の整備及び整備後の管理に対する

助言、指導 

京都府猟友会宮津支部伊根班 

・有害鳥獣の捕獲 

・野生鳥獣及び狩猟に関する知識、経験を

生かした農家組合等に対する鳥獣被害防

止対策の助言、指導 
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・新規狩猟免許取得者に対する効果的な捕

獲方法等の指導、助言 

・狩猟期間における捕獲鳥獣の情報提供 

京都農業協同組合 

・農家組合や農家からの被害状況の把握。

農地における鳥獣被害の情報提供 

・侵入防止柵の効果的な設置方法、維持、

管理についての指導、助言 

伊根町農業委員会 
・農業委員を通じた農家からの被害状況の

把握と鳥獣被害状況の情報提供 

学識経験者 ・鳥獣対策の助言、指導 

地区区長協議会長 
・地区住民からの被害状況を把握し、地域

における被害の情報提供 

丹後地域野生鳥獣被害対策チ

ーム 

・先進的な取組、近隣市町村の状況など広

域的な視点からの情報提供 

・農林業被害、環境被害対策の立案 

・被害防止技術の支援及び普及 

・モデル事業の推進 

 

（２）関係機関に関する事項 

関係機関の名称 役割 

伊根町ジビエ会有限責任事業組合 
 食肉用として活用できるイノシシ・

ニホンジカの有効利用 

（３）鳥獣被害対策実施隊に関する事項 

 平成２３年度に職員による実施隊を編成、平成２６年度から民間隊員を

加えニホンザル被害対策専門の実施隊を編成した。主にニホンザルの捕

獲、追払い、被害状況調査、他の鳥獣も含めた侵入防止柵の適切な設置・

維持管理の指導を行う。 

 

（４）その他被害防止施策の実施体制に関する事項 

 

 

１０．その他被害防止施策の実施に関し必要な事項 

イノシシ、ニホンザル、ニホンジカの生態及び防除方法等対策をまと

めたパンフレットを作成し、各戸に回覧する等鳥獣被害対策に対する意

識向上を促す。 

 侵入防止柵の維持・管理の方法及び注意事項をまとめたマニュアルを作

成及び配布し、侵入防止柵を最大限に活用する。 

 




